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松 田 町 告 示 第 ５ ２ 号  

 松 田 町 わ ん わ ん パ ト ロ ー ル 隊 設 置 要 綱 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 ５ 年 ６ 月 １ 日  

松 田 町 長  本  山  博  幸  

 

松 田 町 わ ん わ ん パ ト ロ ー ル 隊 設 置 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 犬 の 散 歩 を し な が ら 防 犯 パ ト ロ ー ル を 行

い 、 犯 罪 の 抑 止 及 び 防 犯 意 識 の 向 上 を 図 る た め 、 松 田 町 わ ん

わ ん パ ト ロ ー ル 隊（ 以 下「 わ ん わ ん パ ト ロ ー ル 隊 」と い う 。）

の 設 置 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。   

（ 対 象 ）   

第 ２ 条  わ ん わ ん パ ト ロ ー ル 隊 の 参 加 対 象 は 、 町 に 登 録 さ れ 、

か つ 当 該 年 度 の 狂 犬 病 注 射 済 の 犬 及 び 飼 い 主 と す る 。   

２  ふ ん を 持 ち 帰 る こ と な ど 、 犬 の 散 歩 マ ナ ー を 守 る 飼 い 主 で

あ る こ と と す る 。  

（ 参 加 登 録 ）   

第 ３ 条  わ ん わ ん パ ト ロ ー ル 隊 に 参 加 を 希 望 す る 飼 い 主 は 、 松

田 町 わ ん わ ん パ ト ロ ー ル 隊 登 録 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に 、 犬

の 写 真 を 添 え て 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

（ パ ト ロ ー ル 隊 証 明 書 及 び グ ッ ズ の 交 付 ）  

第 ４ 条  前 条 の 登 録 を し た 場 合 に は 、 登 録 し た 者 （ 以 下 「 登 録

者 」 と い う 。 ） に 身 分 証 明 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） 及 び グ ッ ズ を 交

付 す る 。   

（ 活 動 内 容 ）   

第 ５ 条  防 犯 パ ト ロ ー ル は 、 登 録 者 の 日 常 に お け る 犬 の 散 歩 に

併 せ て 行 う も の と す る 。   

２  前 項 の 散 歩 を す る と き は 、 前 条 の 規 定 に よ り 交 付 を 受 け た

パ ト ロ ー ル グ ッ ズ を 犬 又 は 登 録 者 が 着 用 す る も の と す る 。  

３  散 歩 中 に 不 審 者 、 不 審 車 両 等 を 見 つ け た 場 合 に は 、 町 等 に
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情 報 提 供 す る も の と す る 。  

４  パ ト ロ ー ル は 、 あ く ま で 日 常 の 犬 の 散 歩 の 延 長 で あ り 、 パ

ト ロ ー ル 中 の 怪 我 、ト ラ ブ ル 等 に つ い て は 自 己 の 責 任 と す る 。 

（ 参 加 登 録 の 変 更 等 ）   

第 ６ 条  登 録 者 は 、 第 ３ 条 の 登 録 事 項 に 変 更 が あ っ た と き 、 又

は 参 加 登 録 を 取 り 消 し し よ う と す る と き は 、 松 田 町 わ ん わ ん

パ ト ロ ー ル 隊 登 録 （ 変 更 ・ 取 消 ） 届 出 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） に よ

り 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

（ そ の 他 ）   

第 ７ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 別 に 定 め

る 。  

 

附  則   

こ の 告 示 は 、 令 和 ５ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


